
 

資料３ 

 

   柏原市保育所設置認可等審議会運営規程（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、柏原市保育所設置認可等審議会規則（平成２７年柏原市

規則第２２号）第８条の規定により柏原市保育所設置認可等審議会（以下「審

議会」という。）の運営について必要な事項を定めるものとする。 

 （審議会の開催） 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、市長から諮問があった場合

その他会長が必要と認めた場合に開催するものとする。 

 （審議会の公開） 

第３条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、当該会議において、

柏原市情報公開条例（平成１２年柏原市条例第２３号。）第５条各号に規定す

る不開示情報（以下「不開示情報」という。）に該当すると認められる事項を

含む審議を行う場合を除く。 

２ 会議を非公開とする場合は、その理由を公表するものとする。 

 （会議録及び会議資料の公表） 

第４条 会議の会議録及び資料は、原則として公表するものとする。ただし、

不開示情報を含むものを除く。 

 （守秘義務） 

第５条 審議会の委員は、審議会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年１０月  日から施行する。 

 


